


資料１

観光プロモーション分科会　提案事業のロードマップ案（R7.11月時点）

R7（11・１２月） R7(１～３月） R8 R9

1 荒川ユナイトーク

2 荒川スナック物語

3
ARAKAWAカル
チャースクール

4
荒川きれいプロジェ
クト

5 荒川異文化ステイ

6 荒川マネー

7 荒川鉄道都市伝説

8 荒川遊園夜市

9 あらかわリンクス

10
ノスタルジック・アラ
カワ

協議会

議会

マナーブック作成（契約手続→制作→開催）

民間による企画

アートトイレ等の周辺自治体・先進事例等調査

周辺自治体・先進事例等調査

先進事例等調査・事業者調査 民間による企画案検討

民間主体での実施

実施

（契約手続→各種調達→運営）

実施

（契約手続→制作→開催→効果検証）

マナーブック第二弾

先進自治体・事業者調査

基準検討

12月

分科会

1月

分科会

3月

協議会

予算特別

委員会

夜間開園

視察

夜市実施スキーム検討

単発での実施に向けた課題取りまとめ

多言語案内・ピクトグラムの事例調査

さらなる支援内容検討

（場所・広報・参加者・賞品等の補助など）

仕様書案作成

実施に向けた課題検討

（費用と効果、スキーム）

予特 予特決特決特

補助金支援

さらなる支援

実施

（契約手続→各種調達→運営）

区の空き家活用の仕組み確認（防災都市づくり部）

民泊開設の条件確認（健康部）

プレミアム商品券の利用状況確認

遊園課に相談

効果検証

グルメマップ・音声ガイド

作成

商店街向けキャッシュレス化の促進

都電バル確認

（適正スナックの基準等）

水戸観光協会

状況確認

ピアッザ仕組み

確認（広報課）

実施（ピアッザ内）

仕様書案作成

空き家物件の確認（防災都市づくり部）

実施の協議

試行実施

SNS（公式インスタグラム）

フォトキャンペーン（詳細は資料「参考１」） 効果検証



観光大使を含めた
荒川区の観光プロモーションについて

荒川区産業経済部観光振興課

資料２



観光大使を含めた荒川区の観光プロモーションについて
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・荒川区観光大使は荒川区に縁があり、各界において活躍している著名人を観光大使として委嘱し、大使が各々の立場
において機会があるごとに、区の魅力を積極的に区内外に発信することで区のイメージアップ及び観光振興を図るもの
・平成18年度に以下4名を観光大使として任命し、以降は毎月、観光イベント情報・区政情報の提供を行っているほか、
隔年で名刺・絵葉書を交互に発送（観光大使の名刺の提示であらかわ遊園及び荒川ふるさと文化館の入場料が
無料）

荒川区観光大使の現状

城戸真亜子（洋画家） 三遊亭好楽（落語家） 井崎 脩五郎（競馬評論家・タレント） 片岡 鶴太郎（俳優・画家）
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・この事業が始まってから１９年が経過し、各大使の年齢や生活環境の変化等により、大使自身の活動の場は減少傾向
・区側も各大使が積極的にPRを行っていただけるような十分なアプローチができていない（日程調整が大変困難）。

荒川区観光大使の課題

・サンパール荒川ホワイエ油絵「少女」(平成４年度末 寄贈)
・「奥の細道千住あらかわサミット」プレイベント講演（平成25年10月21日）
・「あらかわ認知症1万人プロジェクト講演会」にて講演(平成28年11月27日)
・R5年R6年の新年祝賀式に来場（客席からご紹介した）
・地域魅力発信映画（R7年度公開予定・荒川区地域魅力発信実行委員会制作）出演

城戸真亜子

・各ひろば館で開催される「ふれあい寄席」でも活躍
・笑点にて「荒川ふれあい寄席」をＰＲ（平成21年6月27日）
・区主催「ＮＮ３６」イベント出席(平成22年7月19日)
・東日本大震災復興支援のためのチャリティー寄席開催（平成23年3月25日）※義援金30万円強集まる
・荒川ふれあい寄席（100回記念）出演（平成26年11月6日）
・三遊亭好楽・王楽親子会出演（平成29年5月27日）

三遊亭好楽

・西日暮里ふれあい館１Ｆロビー 西陣織「織額 七福神」区民課購入(平成20年7月3日)
・ﾗﾝｸﾞｳｯﾄﾞ１Ｆ家富良（かぶら）日本画 ラングウッド購入
・庁舎１Ｆロビー絵
・日暮里舎人ライナー１０００万人記念イベント参加（※地元応援団として）
・汐入東小学校開校を記念して書画を寄贈（平成22年4月）
・ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」出演（旧真土小で撮影）（平成27年3月13日）
・荒川警察署一日警察署長就任（平成29年9月9日）

片岡鶴太郎

・「噂の！東京マガジン」にて奥の細道矢立初めの地論争について荒川区を紹介（平成27年1月4日）
・「噂の！東京マガジン」にて女子医大移転について、観光大使として意見を求められる。（平成28年7月24日）
・モノづくりブランド「ａｒａ！ｋａｗａ」ＰＲ動画撮影参加（経営支援課）（令和元年9月24日）

井崎脩五郎

＜荒川区観光大使のこれまでの主な取組＞

観光大使を含めた荒川区の観光プロモーションについて



4

QQQQQQQQQQQQQQQ1

・現４名の観光大使にこれまでの活用や今後の活動意向についてご意見を伺ったところ、日程が合えば地域イベントで
トークショーを行いたい等、できる範囲で協力していきたい旨の前向きなご意見あり
【参考】
〇荒川区出身の有名人（一部）
安藤玉恵 ・ 伊集院光 ・ 太田裕美 ・ 亀井絵里（モーニング娘。第6期メンバー） ・ くまだまさし ・ 貫地谷しほり
野沢雅子 ・ 山田邦子 ・ 池波志乃 ・ 藤原カムイ（漫画家） ・ 北島康介 ・ 鈴木誠也 ・ 森本稀哲
ジャガー横田 など（順不同）
〇荒川区の近隣自治体 観光大使の状況

今後の方向性
観光大使を含めた荒川区の観光プロモーションについて

任期一覧（順不同）名称区
無し倍賞千恵子・弦哲也（作曲家）・水森かおり北区アンバサダー北

有り（２年）

東貴博・安達祐実・伊東四朗・いとうせいこう・浦井正明（寛永寺住職）
海老名香葉子・桐谷エリザベス／桐谷逸男（ジャーナリスト）
毒蝮三太夫・友吉鶴心（薩摩琵琶奏者）・なぎら健壱・野口五郎
萩本欽一・浜口京子・アニマル浜口・坂真太郎（能楽師）
尾藤イサオ・村治佳織（歌手）・村治奏一・山口もえ

たいとう観光大使台東

－－設置無し文京
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・区の魅力を多様な世代や区外へ広く届けるため、SNSを活用した区の魅力発信を進めている
・取組のひとつとして、区に愛着を持っており、区の魅力を発信する意欲がある個人や団体を、「荒川区SNSシティプロ
モーター」に認定する事業を令和７年１１月から開始した
・プロモーターの活動内容は、SNSを活用した区の魅力発信や、区が主催するシティプロモーションに係る情報交換会
への参加等
・認定された方には認定証を発行し、荒川区ホームページでSNSアカウントを紹介するほか、区公式とプロモーターの
インスタグラムアカウントを相互フォローし、プロモーターの投稿内容に準じて、ユーザー生成コンテンツ（UGC）として
区公式アカウントで紹介予定

新たな取組（荒川区SNSシティプロモーター認定事業）

荒川区シティプロモーター荒川区観光大使

発信力のある個人及び団体対象各界において活躍している著名人
（規定上、観光大使の増加は可能）

いずれかのＳＮＳのフォロワー数が１,０００以上要件区出身または在住等区に縁がある者
ＳＮＳ

（X、Instagram、Facebook、Tik-Tok）活動場いつでも、どこでも
（テレビなどのマスメディアが中心）

無償費用無償

＜荒川区観光大使と荒川区シティプロモーターの比較＞

観光大使を含めた荒川区の観光プロモーションについて
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【荒川区の近隣自治体 SNSを活用した魅力発信への取組状況】

参考
観光大使を含めた荒川区の観光プロモーションについて

備考YouTubeInstagramLINEFacebookＸ区

令和７年１０月１４日から、区公式Instagram
「きたいを超える 東京北区【公式】」を
運用開始

区制作動画
配信魅力発信

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

北

Ｘ、Facebookはアカウントを広報課と観光課
でそれぞれ運営し、発信情報を分けている

区制作動画
配信魅力発信

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報
観光情報

区政情報
防災・気象
情報
観光情報

台東

令和７年７月１７日から、区公式Instagram
「文京区【公式】」を運用開始

区制作動画
配信魅力発信

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

文京

令和７年１月 日に、観光振興課Instagramを
開設。１１月１２日に区公式Instagramに移行
し、１１月２１日～令和８年１月２０日の2か
月間でキャンペーンを実施

区制作動画
配信魅力発信

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

区政情報
防災・気象
情報

荒川











 

荒川区ＳＮＳシティプロモーター認定制度 

 

  

荒川区に愛着を持ち、荒川区の魅力を発信する意欲と発信力のある方や団体を、

「荒川区 SNS シティプロモーター」として認定し、区と協働して魅力発信を行ってい

ただく事業です。認定された方には、認定証を進呈します。申請要件に該当する方は、

ぜひ、ご検討ください。 

 

【荒川区 SNS シティプロモーターの活動内容】 

・SNS を活用した荒川区の魅力発信 

・区が主催するシティプロモーションに係る情報交換会等への参加 

・その他区長が必要と認めた活動 

 

【申請要件】 

・15 歳に達した日以後の最初の 4月 1日を経過していること。 

・区に愛着を持っており、区の魅力を発信する意欲があること。 

・原則として申請者が運営するいずれかの SNSのフォロワー数が 1,000 以上であ 

ること。 

・暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成 24年荒川区条例第2号)第 2条第 1号に 

規定する暴力団をいう。)及び同条第 3 号に規定する暴力団関係者と関係がないこ

と。 

 

【申請方法】 

LoGo フォーム（右のQR コード）から申請してください。 

 

【申請後の流れ】 

・申請内容を区で審査し、認定（又は不認定）通知書をお送りします。 

・認定された方には、認定証をお送りします。 

・認定された方は、荒川区ホームページでSNSアカウント名を紹介する他、荒川区公

式インスタグラム（以下の二次元コード）で相互フォローをお願いしています。・

Instagram に荒川区の魅力を投稿するときは、ぜひ、「♯arakawakulove」を付

して投稿してください。魅力的なコンテンツは、荒川区公式 Instagram で紹介させ

ていただく場合があります。 

参考２



【遵守事項】 

荒川区 SNS シティプロモーター（以下、「プロモーター」という。）として活動するに

当たり、以下の内容を遵守してください。 

１ プロモーターは荒川区暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。）及び同条第３号に規定する暴力団関係者（暴力団員又は暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者をいう。）と関係がないこと。 

２ 次に掲げる内容の発信を行わないこと。 

（１）公序良俗に反する内容 

（２）法令等に違反する内容 

（３）虚偽の内容 

（４）区や第三者を誹謗中傷する内容 

（５）その他区長が不適当と認める内容 

３ プロモーターとして認定された内容に変更があった場合は、荒川区ＳＮＳシティプ 

ロモーター認定内容変更届を速やかに提出すること。 

 

【問合せ】 

荒川区区政広報部広報課シティプロモーション担当  ☎０３（３８０２）４８７５   


